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リングを受けることの希望があった場合、希望者が適切なカウンセリン

グを受けられるよう手配しなければならない。

また、担当医師が提供を受ける夫婦や提供者がカウンセリングを受け

ることが必要だと判断した場合には、当該夫婦や当該提供者は、カウン

セリングを受けなければならないこととする。

（参考：カウンセリングの機会の保障）

（専門委員会報告書ｐ３８）

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦又は当該生殖補助医療

のために精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者は、当該生殖補助医療の実施又

当該生殖補助医療を行う医療施設又は当該精は当該精子・卵子・胚の提供に際して、

の専門団体等による認定等を受けた当該生子・卵子・胚の提供を受ける医療施設以外

殖補助医療に関する専門知識を持つ人によるカウンセリングを受ける機会が与えられ

なければならない。

⇒カウンセリングの質をどのように保つのか？

（参考：カウンセリングの機会の保障）

（専門委員会報告書ｐ３８）

○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦又は当該生殖補助医療

のために精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者は、当該生殖補助医療の実施又

は当該精子・卵子・胚の提供に際して、当該生殖補助医療を行う医療施設又は当該精

専門団体等による認定等を受けた当該生子・卵子・胚の提供を受ける医療施設以外の

カウンセリングを受ける機会が与えられ殖補助医療に関する専門知識を持つ人による

なければならない。

２ 実施医療施設の施設・設備の基準及び人的基準について

（１）実施医療施設の施設・設備の基準について


